
 環境・福祉モデル地域づくり推進事業 

補助金交付要項  

（趣旨）  

第１条  知事は、水俣病発生地域における環境・福祉モデル地域づくり

に向けた取組を推進するため、水俣病発生地域の市町（水俣市、芦北

町、津奈木町及び天草市をいう。以下「補助事業者」という。）に対

し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付につ

いては、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要項に定めるとこ

ろによる。  

（補助金の対象となる期間）  

第２条  補助金の対象となる期間は、当該年度の４月１日から３月３１

日までの期間とする。  

（補助対象経費及び補助率等） 

第３条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率又は補助金額

は、次のとおりとする。ただし、補助事業の実施に要する経費に係る

消費税及び地方消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における消費税

及び地方消費税相当分を除くものとする。  

区分 内容  対象経費  

補助率又

は 

補助金額  

慰霊・

もやい

直し推

進 

水俣病の犠牲者

を慰霊し、又は

地域のもやい直

しを図る事業  

左に掲げる事業を実施するため

に必要な報酬、共済費、賃金、

報償費、旅費、需用費（消耗品

費、燃料費、印刷製本費、会議

費）、役務費（通信運搬費、広

告料、手数料）、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費、工

事請負費、負担金  

定額  

地域コ

ミュニ

ティ推

進 

水俣病被害者等

を地域住民が支

える活動又は水

俣病被害者等と

地域住民の交流

を推進する拠点

を整備する事業  

左に掲げる事業を実施するため

に必要な報酬、共済費、賃金、

報償費、旅費、需用費（消耗品

費、印刷製本費、会議費）、役

務費（通信運搬費、広告料）、

委託料、使用料及び賃借料、備

品購入費、工事請負費、負担金  

９ ／ １ ０

以内  



福祉対

策推進  

水俣病被害者等

の福祉の向上を

図る事業  

左に掲げる事業を実施するため

に必要な報酬、共済費、賃金、

報償費、旅費、需用費（消耗品

費、印刷製本費、会議費、修繕

費）、役務費（通信運搬費、広

告料）、委託料、使用料及び賃

借料、備品購入費、工事請負

費、負担金  

９ ／ １ ０

以内  

（補助金の交付申請） 

第４条 規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によるものとす

る。 

２ 規則第３条第２項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。  

（１）事業（変更）計画書（別記第２号様式） 

（２）補助金所要額調書（別記第３号様式） 

（３）歳入歳出予算書（見込）抄本  

（４）実施設計書及び図面（工事を施工又は委託を行う場合に限る。） 

（５）事業実施箇所を示す位置図・平面図・公図 (工事を施工する場

合に限る。) 

（６）現況写真（工事を施工する場合に限る。）  

（７）事業実施箇所の土地又は建物の登記事項証明書又は権限を有し

ていることを証明する書類（工事を施工する場合に限る。） 

（８）その他参考となる書類  

（交付の条件） 

第５条  この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとす

る。 

（１）補助事業者は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、

この要項の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、知事

に届け出なければならない。  

（２）補助事業者が、新築等の補助事業を遂行するため、売買、請負

その他の契約をする場合は、一般の競争入札に付さなければなら

ない。ただし、補助事業の性質又は目的により一般の競争入札に

付することが困難又は不適当である場合は、指名競争入札又は随

意契約をすることができる。  

（３）補助事業を中止又は廃止する場合には、別記第４号様式による

申請書を提出して、知事の承認を受けなければならない。  

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、別記第５号様式により速やかに知事に報



告し、その指示を受けなければならない。  

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分等に

ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和３０年政令第２５５号）第１４条第１項第２号の規

定により環境大臣が別に定める期間を経過するまでは、別記第

６号様式による申請書を、環境省所管の補助金等で取得した財

産の処分承認基準について（平成２０年５月１５日付け環境会

発第 080515002 号。以下「承認基準」という。）に定める包括

承認事項に係るものについては別記第６号様式の２による報告

書を知事に提出することとし、前者については知事の承認を受

けることなしに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。  

（６）知事の承認を受けて前号に規定する財産を処分することにより

収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させ

ることがある。  

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、

補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理す

るとともに、その効率的な運用を図らなければならない。  

（８）補助事業の経理を行うに当たっては、当該補助事業以外の事業

を厳に区別して行うものとする。  

（９）特許権若しくは実用新案権を取得することによって相当の収益

が新たに生ずると認められる場合又は第１６条の規定による補助

金の額の確定後当該事業の対象から除外すべき事由が生じた場合

は、交付した補助金の全部又は一部の金額を県に納付させること

がある。  

（１０）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該

補助金に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に

規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該

金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消

費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下同じ。）が確定した場合は、別記第７号様式により速

やかに知事に報告しなければならない。  

      この場合において、補助事業者は、当該消費税等相当額を県に

納付するものとする。  

（決定の通知） 

第６条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交

付決定通知書（別記第８号様式）により行うものとする。  



（補助事業の内容等の変更） 

第７条 規則第７条第１項の補助事業の内容等の変更事由は、次に定め

るとおりとする。  

（１）補助事業の主要部分（補助目的に関わる事業内容、事業実施箇

所、事業実施時期）の変更 

（２）事業内容の変更に伴う補助所要額の変更  

２ 規則第７条第１項の変更申請書は別記第９号様式によるものとし、

第２号を除く第４条第２項各号の書類及び補助金所要額変更調書（別

記第３号様式の２、補助金の額に変更を生じる場合に限る。）を添付

するものとする。  

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助事

業の内容等の変更の決定通知は、補助金の額に変更を生じるときは変

更交付決定通知書（別記第９号様式の２）により、補助金の額に変更

を生じないときは変更承認通知書（別記第９号様式の３）により行う

ものとする。  

（申請の取下げ） 

第８条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間

は、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日を経過した日まで

とする。  

（状況報告）  

第９条 規則第１１条の規定による状況報告は、知事が必要であると認

めて指示をした場合に行うものとする。  

２ 前項の状況報告は、遂行状況報告書（別記第１０号様式）によるも

のとし、その提出部数は１部とする。  

（しゅん工確認検査等） 

第１０条 知事は、補助事業のうち工事を施工する場合（軽微な工事を

除く。）は、熊本県補助工事等確認検査規程（昭和４３年熊本県訓令

甲第２１号）に基づくしゅん工確認検査又は中間確認検査（以下「確

認検査」という。）を行うものとする。  

２ 補助事業者は、しゅん工検査又は出来高検査（工事が複数年度にわ

たる場合に限る。）後、速やかに補助工事等しゅん工確認検査等要請

書（別記第１１号様式）を知事に提出し、確認検査に当たっては、工

事請負業者等関係者とともに立会いを行うものとする。  

（実績報告） 

第１１条 規則第１３条の実績報告書は、別記第１２号様式によるもの

とする。  



２ 規則第１３条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。  

（１）事業実績書（別記第２号様式の２）  

（２）補助金精算額調書（別記第３号様式の３）  

（３）歳入歳出決算書（見込）抄本  

（４）事業の経過及び完了を証明するに足りる写真  

（５）契約書（契約した場合に限る。）の写し  

（６）出来高設計書（工事を施工する場合に限る。）  

（７）しゅん工 (出来高 )検査復命書又は工事完了確認書の写し (工事

を施工する場合に限る。 ) 

（８）報告書その他参考となる書類  

３ 第１項の実績報告書の提出期限は、事業完了後３０日を経過した日

又は当該事業年度の３月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は

２部とする。  

４ 第１項の実績報告を行うに当たって、仕入控除を行う場合は補助金

に係る消費税及び地方消費税を補助金額から減額して報告しなければ

ならない。  

（補助金の額の確定） 

第１２条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金

交付確定通知書（別記第１３号様式）により行うものとする。  

（補助金の請求等）  

第１３条 規則第１６条第１項の請求書は、別記第１４号様式によるも

のとする。  

２ 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の規定に

かかわらず、補助金概算払申請書（別記第１５号様式）及び補助金概

算払請求書（別記第１５号様式の２）によるものとする。  

（証拠書類の保管期間） 

第１４条 規則第２３条に規定する別に定める期間は５年とし、別記第

１６号様式による補助金調書を作成するものとする。 

 

（雑則）  

第１５条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 

   附 則 

 この要項は、平成２６年４月１日から施行する。  

 この要項は、令和３年（２０２１年）３月２６日から施行する。  
































































